
転倒防止に取り組んでみませんか？

安全に向かって一歩、一歩着実に
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「転倒」による労働災害は年齢とともに増加する傾向があります。
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特に50代後半、

60代は注意‼

「転倒」による労働災害は 「増」 「長」 「高」

「転倒」による労働災害は増加
「転倒」による労働災害発生件数は10年前と比較して約1.5に増加しています。

「転倒」による労働災害は長期の休業を伴います

「転倒」による労働災害の多くは骨折等で長期の休業となっています。

「転倒」による労働災害は年齢とともに割合が高くなります
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事故の型別（社会福祉施設 令和３年）

社会福祉施設では、さらに「転倒」の割合上昇！

約5割
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60歳以上事故の型別

（社会福祉施設 令和３年）
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【労働災害による損失】
各種補償費用、人的損失（被災者の稼得能力喪失、災害対応関係者

賃金等）、生産性関連損失（遅延回避等）、営業関連損失（失注等）…

「労働災害防止」は労働者、企業にとって重要な課題です

【企業の責任】
刑事上の責任、民事上の責任、行政上の責任、補償上の責任、社会的

な責任

労働災害は
企業経営等
にも影響

「労働災害ゼロ」＝安全、安心で長く働ける職場

人材の確保
モチベーションのアップ

労働者、関係企業等か
らの信頼

企業イメージのアップ

企業のＰＲ

労働者の安心感
家族の安心感

魅力ある職場

人材育成

雇用の安定

健康の保持増進

「労働災害ゼロ」に向けて取り組みましょう

経営トップ、本社・本部が率先して行動を！
【安全衛生方針の表明等】

経営トップ、本社・本部が主導して、各現場、店舗、施設の
安全衛生活動に取り組みましょう

【安全活動の例】

安全活動には「４S活動」「KY活動」「危険の見える化」などが
あります

作業を始める前に、関係者で危険な箇所について認識し
合い、対策を決め、行動目標や指差し呼称項目を設定
し、「指差し呼称」で安全を先取りしながら作業を進め
ます。

「４S活動」

「ＫＹ活動」

職場にある危険を共有するために可視化（見える化）し
ます。KY活動等で見つけた危険な箇所に表示をする等の
注意喚起を行います。

「見える化」

「整理」「整頓」「清潔」「清掃」を日常的に行う活動
です。労働災害防止だけでなく、作業の効率化にもつな
がります。

【複数の店舗・施設に対する取組】



「転倒災害」防止対策のポイント

その１ 「転倒」しにくい作業方法

その２ 設備・施設の管理

その３ 健康づくり・健康の保持増進

その４ 「見える化」等の対策の実施

● 時間と作業スペースには余裕を持って
● 物を持って移動する時は足元が見えるように
● スマホの操作・連絡は立ち止まって
● 急がない、焦らない

● 廊下、階段、出入口などの通路には物を置かない
● 床面の清掃はこまめに
● 通路の凸凹、段差の解消を
● 床面の汚れ等（水、油分、粉等）は取り除く
● 通路は十分な明るさを確保

● 転ばないからだづくりに努めましょう
● 作業前には準備体操、ストレッチを
● 無理は禁物

● 転倒の危険個所は「見える化」や「危険マップ」で情報共有
● 段差等危険個所にはステッカーやトラテープで注意喚起を
● 転倒予防には、作業に合わせて靴選び
● 労働者への研修内容には是非「転倒予防」を

※対策の確認には「チェックリスト」
を活用ください。

鳥取労働局労働基準部健康安全課
℡ 0857-29-1704

鳥取労働基準監督署
℡ 0857-24-3212（安全衛生課）

米子労働基準監督署
℡ 0859-59-0022（安全衛生課）

倉吉労働基準監督署
℡ 0858-22-6274

（R5.２）

転倒防止対策の資料が掲載されている

「STOP!転倒災害プロジェクト」
はこちら

職場の安全を応援する情報発信サイト
「職場のあんぜんサイト」

「転倒・腰痛防止用視聴覚教材」
はこちら

転倒・腰痛予防に
「いきいき健康体操」を‼

「高年齢労働者の安全衛生対策」
「エイジフレンドリーガイドライン」

はこちら


